
船舶事故調査報告書 

平成３０年９月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１月２１日 １０時３０分ごろ 

発生場所 大分県大分市大分港北東方沖 

 大分港大在
おおざい

西地区中防波堤東灯台から真方位０１１°３.７海里付

近 

 （概位 北緯３３°１９.４′ 東経１３１°４４.９′） 

事故の概要  漁船照
しょう

栄
えい

丸は、南西進中、また、漁船山
やま

壽
す

丸は、南南西進中、両

船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年５月２日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 照栄丸、６.６トン 

   ＯＴ２－５０７３（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ 漁船 山壽丸、４.８トン 

   ＯＴ３－３２３２９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部ブルワークの凹損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、約５～６ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により魚群探索を行いながら大

分港北東方沖を南西進していた。 

Ａ船は、船長Ａが、操舵室にある魚群探知機を見たり、左舷方で操

業している漁船を見たりしていたところ、甲板員Ａが右舷船首方約１

５ｍに迫ったＢ船に気付いて船長Ａに知らせ、２人で大声を出して手

を振ったものの、右舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約２kn の速力で遠隔操舵により

引き釣り漁を行いながら大分港北東方沖を南南西進中、船長Ｂが、右

舷方に多数の漁船がいたので、右舷方の漁船を見ながら航行していた

ところ、船首方に迫ったＡ船に気付いて危ないと思い、主機のクラッ

チを後進に入れたが間に合わず、Ａ船と衝突した。 

分析  Ａ船は、魚群探索を行いながら南西進中、船長Ａが、左舷方で操業

している漁船を見るなどしていて周囲の見張りを適切に行っていなか

ったことから、右舷方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

機密性２情報 



ものと考えられる。 

 Ｂ船は、引き釣り漁を行いながら南南西進中、船長Ｂが、右舷方の

漁船を見ていて周囲の見張りを適切に行っていなかったことから、左

舷方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南南西進中、船長Ａ及び船長Ｂ

が共に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと

考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、注意を特定の方向に限定することなく、常時適切な見

張りを行うこと。 

 


